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令和６年能登半島地震の影響を踏まえた公共職業訓練の補講の取扱いについて 

 

 

人材開発行政の推進につきましては、日頃より格段の御配意をいただきまして感謝

申し上げます。 

職業訓練の運用については、平成 24 年３月 30 日付け能発 0330 第 18 号「職業訓練

の運用について」別添「職業訓練運用要領」（令和５年３月 10日付け改正後のものをい

い、以下「要領」という。）により取扱いをお示ししているところですが、今般、令和

６年能登半島地震の影響を踏まえた公共職業訓練の補講の取扱いについて、下記のと

おりお示しします。 

 

 

記 

 

１．補講の実施方法について 

地震の影響により、通所又は同時双方向型のオンラインによる補講を受講すること

が困難な訓練生に対しては、メール、郵送等の通信の方法により、訓練内容や訓練時

間に対応した教科書や課題等を配布して指導等を行う方法を用いても差し支えない

こと。 

この場合、訓練生に対して訓練内容を踏まえた適切な取組時間数の課題等を課し、

訓練内容の習得が確認できた場合に、当該課題に割り振った時間数を補講時間に含め

ることができること。 

 



２．記１の取扱いの対象について 

  記１の方法により補講を実施した時間を補講時間に含めることができるのは、以

下のいずれかに該当する場合であること。 

（１）災害救助法適用地域に所在する公共職業能力開発施設又は委託訓練実施機関が

被災し、通所又は同時双方向型のオンラインによる訓練を実施できない場合。 

（２）災害救助法適用地域に居住する訓練生が被災し、通所又は同時双方向型のオンラ

インによる訓練の受講ができない場合。 

 

３．離職者訓練のうち委託訓練における留意点について 

（１）記１の方法による補講時間については、通所又は同時双方向型のオンラインによ

り補講を実施した場合と同様、委託費の支払いの算定において、訓練を受講した時

間として取り扱うこと。 

（２）記２のいずれかに該当することの確認は、委託費の算出のために提出させた資料

等により確認することとするが、別途追加で資料を求めても差し支えないこと。 

 


